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審決取消請求事件

（「トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法」
無効審判事件－風味評価試験の試験方法、評価方法の合理性）［上］（全２回）

−平成28年（行ケ）第10147号、平成29年６月８日判決言渡−

事案の概要

　本件は、特許第5189667号に対する無効審判請求（無効2015－800008号）を不成立とした審決の取消訴
訟である。争点は、①訂正要件適合性判断の当否、②実施可能要件適合性判断の当否、③サポート要件
適合性判断の当否、及び、④公然実施による新規性喪失に関する認定判断の当否である。

判示事項

１　取消事由１（訂正要件適合性判断の誤り）について
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１．１　本件訂正の当否について
本件訂正による、訂正事項１～３は、糖度について「7.0～13.0」とあったものを「9.4～10.0」とし、

また、グルタミン酸等含有量について「0.25～0.60重量％」とあったものを「0.36～0.42重量％」とす
るものであって、各訂正後の数値範囲は訂正前の数値範囲を狭めるものである。訂正事項１～３は、
特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するもので
はないものと認められる。数値は、本件明細書の発明の詳細な説明に、本件発明に対応するトマト
含有飲料についての実施例において具体的に示されたものであり、本件訂正後の数値範囲は、本件
明細書の発明の詳細な説明に記載した事項の範囲内のものであるといえる。

以上から、本件訂正は、特許法134条の２第１項ただし書１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同
条９項で準用する同法126条５項、６項の規定に適合するというべきものである。

本件訂正後の数値範囲において本件発明の効果があるとは読み取れない、または効果を奏さない
ことが明らかであるとの原告の主張は、特許請求の範囲の記載要件（特許法36条６項）において問題
とされるべきものであって、本件訂正の当否についての判断を左右するものではない。

したがって、取消事由１は理由がない。
２　取消事由３（サポート要件適合性判断の誤り）について

２．１　発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比
本件明細書の発明の詳細な説明には、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつ

トマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の
酸味抑制方法を提供するための手段として、本件発明１、８及び11に記載された糖度、糖酸比及び
グルタミン酸等含有量の数値範囲、すなわち、糖度について「9.4～10.0」、糖酸比について「19.0～
30.0」、及びグルタミン酸等含有量について「0.36～0.42重量％」とすることを採用したことが記載さ
れている。

本件明細書のトマト含有飲料の成分及び物性の全て又は一部を測定したこと、及び該トマト含有
飲料の「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をしたことが記載されている。

一般に、飲食品の風味には、甘味、酸味以外に、塩味、苦味、うま味、辛味、渋味、こく、香り等、
様々な要素が関与し、粘性（粘度）などの物理的な感覚も風味に影響を及ぼすといえるから、飲食品
の風味は、飲食品中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左右さ
れることが本件出願日当時の技術常識であるといえる。また、トマト含有飲料中には、様々な成分
が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるといえる。したがって、「甘み」、「酸味」
及び「濃厚」という風味の評価試験をするに当たり、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化
させて、これら三つの要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては、少なくとも、①「甘
み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが、これら三つの要素のみである場合や、
影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明し
た上で上記三要素を変化させて風味評価試験をするか、②「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見
るべき影響を与える要素は上記三つ以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない
場合には、当該他の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をすると
いう方法がとられるべきである。

本件明細書の発明の詳細な説明には、糖度及び糖酸比を規定することにより、濃厚な味わいでフ
ルーツトマトのような甘みを有しつつも、トマトの酸味が抑制されたものになるが、この効果が奏
される作用機構の詳細は未だ明らかではなく、グルタミン酸等含有量を規定することにより、トマ
ト含有飲料の旨味（コク）を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて、トマト本来の甘味が
より一層際立つ傾向となることが記載されているものの、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見


